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入
札
を
希
望
す
る
方
は
、
期
間

内
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

■
売
却
物
件
①

・
船
名　
　

汽
船
「
ひ
ら
い
丸
」

・
進
水　
　
　
　

平
成
３
年
12
月

・
用
途　
　
　
　

旅
客
船

・
総
ト
ン
数　
　

19
ト
ン

・
予
定
価
格　
　

80
万
円

■
売
却
物
件
②

・
船
名　

汽
船
「
第
７
せ
と
丸
」

・
進
水　
　
　
　

昭
和
57
年
９
月

・
用
途　
　
　
　

旅
客
船

・
総
ト
ン
数　
　

４
・
9
ト
ン

・
予
定
価
格　
　

５
万
円

■
売
却
物
件
の
見
学
《
予
約
制
》

・
２
月
22
日
㈪
か
ら
２
月
26
日
㈮

ま
で

※
希
望
日
の
２
日
前
ま
で
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

■
入
札
参
加
受
付
期
間

・
３
月
１
日
㈪
か
ら
３
月
５
日
㈮

ま
で

※
郵
送
の
場
合
は
、
締
切
日
の
消

印
有
効
と
し
ま
す
。

■
売
却
方
法

・
一
般
競
争
入
札

■
入
札
日
時

・
３
月
19
日
㈮　

午
前
10
時

■
入
札
場
所

・
周
防
大
島
町
役
場
大
島
庁
舎

■
入
札
参
加
資
格

・
日
本
国
内
に
住
所
の
あ
る
成
年

ま
た
は
法
人
で
あ
る
こ
と
。

・
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７

条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

・
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７

条
の
４
第
２
項
各
号
に
該
当
す
る

と
認
め
ら
れ
る
事
実
が
あ
っ
た
後

２
年
を
経
過
し
な
い
者
で
な
い
こ

と
。
ま
た
、
そ
の
者
を
代
理
人
、

支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
ま
た
は

入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者

で
な
い
こ
と
。

・
民
事
再
生
法
第
21
条
第
１
項
ま

た
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
再
生

手
続
き
開
始
の
申
立
を
し
て
な
い

者
ま
た
は
申
立
を
な
さ
れ
て
い
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

・
会
社
再
生
法
第
17
条
第
１
項
ま

た
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
更
正

手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な

い
者
ま
た
は
更
正
手
続
き
開
始
の

申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

浮
島
航
路
「
ひ
ら
い
丸
」
と
情
島
航
路
の
予
備
船
「
第
７
せ
と
丸
」
を
売
却
し
ま
す▲第７せと丸

（情島航路）
▲ひらい丸
（浮島航路）

・
そ
の
他
町
長
が
不
適
当
と
認
め

る
者

※
入
札
手
続
等
に
つ
い
て
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

政
策
企
画
課　

地
域
振
興
班

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
７

Ｅ
メ
ー
ル
：

seisakukikaku@
tow
n
.suo-

oshim
a.lg.jp

　

平
成
20
年
度
の
周
防
大
島
町
国
保
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
医
療
費
は

29
万
8
６
６
６
円
で
県
下
20
市
町
中
4
番
目
と
な
り
、
県
内
市
町
平
均
よ

り
も
約
10
％
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
20
年
5
月
の
医
療
費
を

分
析
す
る
と
、
上
位
三
位
ま
で
の
疾
患
は
、
精
神
及
び
行
動
の
障
害
、
循

環
器
系
の
疾
患
、
消
化
器
系
の
疾
患
で
し
た
。
不
健
康
な
生
活
習
慣
が
原

因
と
さ
れ
る
生
活
習
慣
病
の
な
か
で
も
、
死
亡
や
寝
た
き
り
、
重
い
後
遺

症
に
つ
な
が
り
や
す
い
の
は
、
心
臓
病
や
脳
卒
中
と
い
っ
た
循
環
器
疾
患

と
、
失
明
や
腎
不
全
な
ど
を
招
く
糖
尿
病
の
合
併
症
で
す
が
、
本
町
の
医

療
費
に
も
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
す
。
こ
れ
ら
は
動
脈
硬
化
が
主
な
原
因
で

あ
り
、
動
脈
硬
化
を
急
速
に
進
行
さ
せ
る
代
表
的
要
因
が
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク

シ
ン
ド
ロ
ー
ム
で
す
。

　

み
ん
な
で
特
定
健
診
を
受
診
し
て
生
活
習
慣
病
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

今年度の健診は２月２７日までです。

◆問い合わせ
　健康増進課　医療保険班
　☎０８２０（７７）５５０２

平成 20年度町の特定健診
メタボリックシンドローム判定結果

国
保
特
定
健
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う


